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諮問第１号 

 

   人権擁護委員の候補者の推薦につき意見を求めることについて 

 

 次の者を人権擁護委員の候補者として推薦したいので、人権擁護委員法（昭和２

４年法律第１３９号）第６条第３項の規定により、議会の意見を求める。 

 

  令和４年２月１４日提出 

 

                 東広島市長    垣    德    

 

住 所  東広島市 

氏 名  谷 川 孝 子 



 

‐２‐ 

（提案理由） 

人権擁護委員の任期が令和４年６月３０日をもって満了するため、当該委員の候

補者として法務大臣に推薦することについて、議会の意見を求めるものである。 

 

 

 

（根拠法令） 

 人権擁護委員法 

第６条 

３ 市町村長は、法務大臣に対し、当該市町村の議会の議員の選挙権を有する住民

で、人格識見高く、広く社会の実情に通じ、人権擁護について理解のある社会事

業家、教育者、報道新聞の業務に携わる者等及び弁護士会その他婦人、労働者、

青年等の団体であつて直接間接に人権の擁護を目的とし、又はこれを支持する団

体の構成員の中から、その市町村の議会の意見を聞いて、人権擁護委員の候補者

を推薦しなければならない。 

 



 

‐３‐ 

諮問第２号 

 

   人権擁護委員の候補者の推薦につき意見を求めることについて 

 

 次の者を人権擁護委員の候補者として推薦したいので、人権擁護委員法（昭和２

４年法律第１３９号）第６条第３項の規定により、議会の意見を求める。 

 

  令和４年２月１４日提出 

 

                 東広島市長    垣    德    

 

 住 所  東広島市 

 氏 名  剌 田 信 行 



 

‐４‐ 

 （提案理由） 

 人権擁護委員の任期が令和４年６月３０日をもって満了するため、当該委員の候

補者として法務大臣に推薦することについて、議会の意見を求めるものである。 

 

 

 

 （根拠法令） 

 人権擁護委員法 

第６条 

３ 市町村長は、法務大臣に対し、当該市町村の議会の議員の選挙権を有する住民

で、人格識見高く、広く社会の実情に通じ、人権擁護について理解のある社会事

業家、教育者、報道新聞の業務に携わる者等及び弁護士会その他婦人、労働者、

青年等の団体であつて直接間接に人権の擁護を目的とし、又はこれを支持する団

体の構成員の中から、その市町村の議会の意見を聞いて、人権擁護委員の候補者

を推薦しなければならない。 

 



 

‐５‐ 

諮問第３号 

 

   人権擁護委員の候補者の推薦につき意見を求めることについて 

 

 次の者を人権擁護委員の候補者として推薦したいので、人権擁護委員法（昭和２

４年法律第１３９号）第６条第３項の規定により、議会の意見を求める。 

 

  令和４年２月１４日提出 

 

                 東広島市長    垣    德    

 

 住 所  東広島市 

 氏 名  横 崎 智 子 



 

‐６‐ 

 （提案理由） 

 人権擁護委員の任期が令和４年６月３０日をもって満了するため、当該委員の候

補者として法務大臣に推薦することについて、議会の意見を求めるものである。 

 

 

 

 （根拠法令） 

 人権擁護委員法 

第６条 

３ 市町村長は、法務大臣に対し、当該市町村の議会の議員の選挙権を有する住民

で、人格識見高く、広く社会の実情に通じ、人権擁護について理解のある社会事

業家、教育者、報道新聞の業務に携わる者等及び弁護士会その他婦人、労働者、

青年等の団体であつて直接間接に人権の擁護を目的とし、又はこれを支持する団

体の構成員の中から、その市町村の議会の意見を聞いて、人権擁護委員の候補者

を推薦しなければならない。 

 



‐７‐ 

諮問第４号 

 

   人権擁護委員の候補者の推薦につき意見を求めることについて 

 

 次の者を人権擁護委員の候補者として推薦したいので、人権擁護委員法（昭和２

４年法律第１３９号）第６条第３項の規定により、議会の意見を求める。 

 

  令和４年２月１４日提出 

 

                 東広島市長    垣    德    

 

 住 所  東広島市 

 氏 名  佐 伯 倫 子 



‐８‐ 

 （提案理由） 

 人権擁護委員の任期が令和４年６月３０日をもって満了するため、当該委員の候

補者として法務大臣に推薦することについて、議会の意見を求めるものである。 

 

 

 

 （根拠法令） 

 人権擁護委員法 

第６条 

３ 市町村長は、法務大臣に対し、当該市町村の議会の議員の選挙権を有する住民

で、人格識見高く、広く社会の実情に通じ、人権擁護について理解のある社会事

業家、教育者、報道新聞の業務に携わる者等及び弁護士会その他婦人、労働者、

青年等の団体であつて直接間接に人権の擁護を目的とし、又はこれを支持する団

体の構成員の中から、その市町村の議会の意見を聞いて、人権擁護委員の候補者

を推薦しなければならない。 

 



‐９‐ 

諮問第５号 

 

   人権擁護委員の候補者の推薦につき意見を求めることについて 

 

 次の者を人権擁護委員の候補者として推薦したいので、人権擁護委員法（昭和２

４年法律第１３９号）第６条第３項の規定により、議会の意見を求める。 

 

  令和４年２月１４日提出 

 

                 東広島市長    垣    德    

 

 住 所  東広島市 

 氏 名  大 當 寿 子 



‐１０‐ 

 （提案理由） 

 人権擁護委員の任期が令和４年６月３０日をもって満了するため、当該委員の候

補者として法務大臣に推薦することについて、議会の意見を求めるものである。 

 

 

 

 （根拠法令） 

 人権擁護委員法 

第６条 

３ 市町村長は、法務大臣に対し、当該市町村の議会の議員の選挙権を有する住民

で、人格識見高く、広く社会の実情に通じ、人権擁護について理解のある社会事

業家、教育者、報道新聞の業務に携わる者等及び弁護士会その他婦人、労働者、

青年等の団体であつて直接間接に人権の擁護を目的とし、又はこれを支持する団

体の構成員の中から、その市町村の議会の意見を聞いて、人権擁護委員の候補者

を推薦しなければならない。 

 



 

‐１１‐ 

諮問第６号 

 

   人権擁護委員の候補者の推薦につき意見を求めることについて 

 

 次の者を人権擁護委員の候補者として推薦したいので、人権擁護委員法（昭和２

４年法律第１３９号）第６条第３項の規定により、議会の意見を求める。 

 

  令和４年２月１４日提出 

 

                 東広島市長    垣    德    

 

 住 所  東広島市 

 氏 名  高 原 美 幸 



 

‐１２‐ 

 （提案理由） 

 人権擁護委員の任期が令和４年６月３０日をもって満了するため、当該委員の候

補者として法務大臣に推薦することについて、議会の意見を求めるものである。 

 

 

 

 （根拠法令） 

 人権擁護委員法 

第６条 

３ 市町村長は、法務大臣に対し、当該市町村の議会の議員の選挙権を有する住民

で、人格識見高く、広く社会の実情に通じ、人権擁護について理解のある社会事

業家、教育者、報道新聞の業務に携わる者等及び弁護士会その他婦人、労働者、

青年等の団体であつて直接間接に人権の擁護を目的とし、又はこれを支持する団

体の構成員の中から、その市町村の議会の意見を聞いて、人権擁護委員の候補者

を推薦しなければならない。 

 



‐１３‐ 

諮問第７号 

 

   人権擁護委員の候補者の推薦につき意見を求めることについて 

 

 次の者を人権擁護委員の候補者として推薦したいので、人権擁護委員法（昭和２

４年法律第１３９号）第６条第３項の規定により、議会の意見を求める。 

 

  令和４年２月１４日提出 

 

                 東広島市長    垣    德    

 

 住 所  東広島市 

 氏 名  望 野 宏 幸 



‐１４‐ 

 （提案理由） 

 人権擁護委員の任期が令和４年６月３０日をもって満了するため、当該委員の候

補者として法務大臣に推薦することについて、議会の意見を求めるものである。 

 

 

 

 （根拠法令） 

 人権擁護委員法 

第６条 

３ 市町村長は、法務大臣に対し、当該市町村の議会の議員の選挙権を有する住民

で、人格識見高く、広く社会の実情に通じ、人権擁護について理解のある社会事

業家、教育者、報道新聞の業務に携わる者等及び弁護士会その他婦人、労働者、

青年等の団体であつて直接間接に人権の擁護を目的とし、又はこれを支持する団

体の構成員の中から、その市町村の議会の意見を聞いて、人権擁護委員の候補者

を推薦しなければならない。 

 



‐１５‐ 

諮問第８号 

 

   人権擁護委員の候補者の推薦につき意見を求めることについて 

 

 次の者を人権擁護委員の候補者として推薦したいので、人権擁護委員法（昭和２

４年法律第１３９号）第６条第３項の規定により、議会の意見を求める。 

 

  令和４年２月１４日提出 

 

                 東広島市長    垣    德    

 

 住 所  東広島市 

 氏 名  杉 西 美 鈴 



‐１６‐ 

 （提案理由） 

 人権擁護委員の任期が令和４年６月３０日をもって満了するため、当該委員の候

補者として法務大臣に推薦することについて、議会の意見を求めるものである。 

 

 

 

 （根拠法令） 

 人権擁護委員法 

第６条 

３ 市町村長は、法務大臣に対し、当該市町村の議会の議員の選挙権を有する住民

で、人格識見高く、広く社会の実情に通じ、人権擁護について理解のある社会事

業家、教育者、報道新聞の業務に携わる者等及び弁護士会その他婦人、労働者、

青年等の団体であつて直接間接に人権の擁護を目的とし、又はこれを支持する団

体の構成員の中から、その市町村の議会の意見を聞いて、人権擁護委員の候補者

を推薦しなければならない。 

 



‐１７‐ 

諮問第９号 

 

   人権擁護委員の候補者の推薦につき意見を求めることについて 

 

 次の者を人権擁護委員の候補者として推薦したいので、人権擁護委員法（昭和２

４年法律第１３９号）第６条第３項の規定により、議会の意見を求める。 

 

  令和４年２月１４日提出 

 

                 東広島市長    垣    德    

 

 住 所  東広島市 

 氏 名  野 口 好 子 



‐１８‐ 

 （提案理由） 

 人権擁護委員の任期が令和４年６月３０日をもって満了するため、当該委員の候

補者として法務大臣に推薦することについて、議会の意見を求めるものである。 

 

 

 

 （根拠法令） 

 人権擁護委員法 

第６条 

３ 市町村長は、法務大臣に対し、当該市町村の議会の議員の選挙権を有する住民

で、人格識見高く、広く社会の実情に通じ、人権擁護について理解のある社会事

業家、教育者、報道新聞の業務に携わる者等及び弁護士会その他婦人、労働者、

青年等の団体であつて直接間接に人権の擁護を目的とし、又はこれを支持する団

体の構成員の中から、その市町村の議会の意見を聞いて、人権擁護委員の候補者

を推薦しなければならない。 

 



‐１９‐ 

諮問第１０号 

 

   人権擁護委員の候補者の推薦につき意見を求めることについて 

 

 次の者を人権擁護委員の候補者として推薦したいので、人権擁護委員法（昭和２

４年法律第１３９号）第６条第３項の規定により、議会の意見を求める。 

 

  令和４年２月１４日提出 

 

                 東広島市長    垣    德    

 

 住 所  東広島市 

 氏 名  陶 山 真 吾 



‐２０‐ 

 （提案理由） 

 人権擁護委員の任期が令和４年６月３０日をもって満了するため、当該委員の候

補者として法務大臣に推薦することについて、議会の意見を求めるものである。 

 

 

 

 （根拠法令） 

 人権擁護委員法 

第６条 

３ 市町村長は、法務大臣に対し、当該市町村の議会の議員の選挙権を有する住民

で、人格識見高く、広く社会の実情に通じ、人権擁護について理解のある社会事

業家、教育者、報道新聞の業務に携わる者等及び弁護士会その他婦人、労働者、

青年等の団体であつて直接間接に人権の擁護を目的とし、又はこれを支持する団

体の構成員の中から、その市町村の議会の意見を聞いて、人権擁護委員の候補者

を推薦しなければならない。 

 



‐２１‐ 

同意案第１１号 

 

   東広島市志和財産区管理委員の選任の同意について 

 

 東広島市志和財産区管理委員に次の者を選任することについて、東広島市志和財

産区管理会条例（昭和４９年東広島市条例第３７号）第３条の規定により、議会の

同意を求める。 

 

  令和４年２月１４日提出 

 

東広島市長    垣    德    

 

 住 所  東広島市 

 氏 名  松 山 範 彦 

  



‐２２‐ 

 （提案理由） 

 東広島市志和財産区管理委員の任期が令和４年４月１９日をもって満了するた

め、その後任の委員の選任について、議会の同意を求めるものである。 

 

 

 

 （根拠条例） 

 東広島市志和財産区管理会条例 

第３条 委員は、志和財産区の区域内に３箇月以上住所を有する者で、この市の議

会の議員の被選挙権を有するもの（－略－）のうちから、市長が市の議会の同意

を得て選任する。 



‐２３‐ 

同意案第１２号 

 

   東広島市志和財産区管理委員の選任の同意について 

 

 東広島市志和財産区管理委員に次の者を選任することについて、東広島市志和財

産区管理会条例（昭和４９年東広島市条例第３７号）第３条の規定により、議会の

同意を求める。 

 

  令和４年２月１４日提出 

 

東広島市長    垣    德    

 

 住 所  東広島市 

 氏 名  近 藤 敏 文 

  



‐２４‐ 

 （提案理由） 

 東広島市志和財産区管理委員の任期が令和４年４月１９日をもって満了するた

め、その後任の委員の選任について、議会の同意を求めるものである。 

 

 

 

 （根拠条例） 

 東広島市志和財産区管理会条例 

第３条 委員は、志和財産区の区域内に３箇月以上住所を有する者で、この市の議

会の議員の被選挙権を有するもの（－略－）のうちから、市長が市の議会の同意

を得て選任する。 



‐２５‐ 

同意案第１３号 

 

   東広島市志和財産区管理委員の選任の同意について 

 

 東広島市志和財産区管理委員に次の者を選任することについて、東広島市志和財

産区管理会条例（昭和４９年東広島市条例第３７号）第３条の規定により、議会の

同意を求める。 

 

  令和４年２月１４日提出 

 

東広島市長    垣    德    

 

 住 所  東広島市 

 氏 名  下 村 昭 治 

  



‐２６‐ 

 （提案理由） 

 東広島市志和財産区管理委員の任期が令和４年４月１９日をもって満了するた

め、その後任の委員の選任について、議会の同意を求めるものである。 

 

 

 

 （根拠条例） 

 東広島市志和財産区管理会条例 

第３条 委員は、志和財産区の区域内に３箇月以上住所を有する者で、この市の議

会の議員の被選挙権を有するもの（－略－）のうちから、市長が市の議会の同意

を得て選任する。 



‐２７‐ 

同意案第１４号 

 

   東広島市志和財産区管理委員の選任の同意について 

 

 東広島市志和財産区管理委員に次の者を選任することについて、東広島市志和財

産区管理会条例（昭和４９年東広島市条例第３７号）第３条の規定により、議会の

同意を求める。 

 

  令和４年２月１４日提出 

 

東広島市長    垣    德    

 

 住 所  東広島市 

 氏 名   川 和 之 

  



‐２８‐ 

 （提案理由） 

 東広島市志和財産区管理委員の任期が令和４年４月１９日をもって満了するた

め、その後任の委員の選任について、議会の同意を求めるものである。 

 

 

 

 （根拠条例） 

 東広島市志和財産区管理会条例 

第３条 委員は、志和財産区の区域内に３箇月以上住所を有する者で、この市の議

会の議員の被選挙権を有するもの（－略－）のうちから、市長が市の議会の同意

を得て選任する。 



‐２９‐ 

同意案第１５号 

 

   東広島市志和財産区管理委員の選任の同意について 

 

 東広島市志和財産区管理委員に次の者を選任することについて、東広島市志和財

産区管理会条例（昭和４９年東広島市条例第３７号）第３条の規定により、議会の

同意を求める。 

 

  令和４年２月１４日提出 

 

東広島市長    垣    德    

 

 住 所  東広島市 

 氏 名   木 昭 夫 

  



‐３０‐ 

 （提案理由） 

 東広島市志和財産区管理委員の任期が令和４年４月１９日をもって満了するた

め、その後任の委員の選任について、議会の同意を求めるものである。 

 

 

 

 （根拠条例） 

 東広島市志和財産区管理会条例 

第３条 委員は、志和財産区の区域内に３箇月以上住所を有する者で、この市の議

会の議員の被選挙権を有するもの（－略－）のうちから、市長が市の議会の同意

を得て選任する。 



‐３１‐ 

同意案第１６号 

 

   東広島市志和財産区管理委員の選任の同意について 

 

 東広島市志和財産区管理委員に次の者を選任することについて、東広島市志和財

産区管理会条例（昭和４９年東広島市条例第３７号）第３条の規定により、議会の

同意を求める。 

 

  令和４年２月１４日提出 

 

東広島市長    垣    德    

 

 住 所  東広島市 

 氏 名  牧 尾 良 二 

  



‐３２‐ 

 （提案理由） 

 東広島市志和財産区管理委員の任期が令和４年４月１９日をもって満了するた

め、その後任の委員の選任について、議会の同意を求めるものである。 

 

 

 

 （根拠条例） 

 東広島市志和財産区管理会条例 

第３条 委員は、志和財産区の区域内に３箇月以上住所を有する者で、この市の議

会の議員の被選挙権を有するもの（－略－）のうちから、市長が市の議会の同意

を得て選任する。 



‐３３‐ 

同意案第１７号 

 

   東広島市東志和財産区管理委員の選任の同意について 

 

 東広島市東志和財産区管理委員に次の者を選任することについて、東広島市東志

和財産区管理会条例（昭和５６年東広島市条例第４号）第３条の規定により、議会

の同意を求める。 

 

  令和４年２月１４日提出 

 

東広島市長    垣    德    

 

 住 所  東広島市 

 氏 名   川 和 之 

  



‐３４‐ 

 （提案理由） 

 東広島市東志和財産区管理委員の任期が令和４年４月１９日をもって満了するた

め、その後任の委員の選任について、議会の同意を求めるものである。 

 

 

 

 （根拠条例） 

 東広島市東志和財産区管理会条例 

第３条 委員は、財産区の区域内に３箇月以上住所を有する者で、東広島市の議会

の議員の被選挙権を有するもの（－略－）のうちから、市長が市議会の同意を得

て選任する。 



‐３５‐ 

同意案第１８号 

 

   東広島市東志和財産区管理委員の選任の同意について 

 

 東広島市東志和財産区管理委員に次の者を選任することについて、東広島市東志

和財産区管理会条例（昭和５６年東広島市条例第４号）第３条の規定により、議会

の同意を求める。 

 

  令和４年２月１４日提出 

 

東広島市長    垣    德    

 

 住 所  東広島市 

 氏 名  里 川 敏 夫 

  



‐３６‐ 

 （提案理由） 

 東広島市東志和財産区管理委員の任期が令和４年４月１９日をもって満了するた

め、その後任の委員の選任について、議会の同意を求めるものである。 

 

 

 

 （根拠条例） 

 東広島市東志和財産区管理会条例 

第３条 委員は、財産区の区域内に３箇月以上住所を有する者で、東広島市の議会

の議員の被選挙権を有するもの（－略－）のうちから、市長が市議会の同意を得

て選任する。 



‐３７‐ 

同意案第１９号 

 

   東広島市東志和財産区管理委員の選任の同意について 

 

 東広島市東志和財産区管理委員に次の者を選任することについて、東広島市東志

和財産区管理会条例（昭和５６年東広島市条例第４号）第３条の規定により、議会

の同意を求める。 

 

  令和４年２月１４日提出 

 

東広島市長    垣    德    

 

 住 所  東広島市 

 氏 名  山 中 義 明 

  



‐３８‐ 

 （提案理由） 

 東広島市東志和財産区管理委員の任期が令和４年４月１９日をもって満了するた

め、その後任の委員の選任について、議会の同意を求めるものである。 

 

 

 

 （根拠条例） 

 東広島市東志和財産区管理会条例 

第３条 委員は、財産区の区域内に３箇月以上住所を有する者で、東広島市の議会

の議員の被選挙権を有するもの（－略－）のうちから、市長が市議会の同意を得

て選任する。 



‐３９‐ 

同意案第２０号 

 

   東広島市東志和財産区管理委員の選任の同意について 

 

 東広島市東志和財産区管理委員に次の者を選任することについて、東広島市東志

和財産区管理会条例（昭和５６年東広島市条例第４号）第３条の規定により、議会

の同意を求める。 

 

  令和４年２月１４日提出 

 

東広島市長    垣    德    

 

 住 所  東広島市 

 氏 名   木 昭 夫 

  



‐４０‐ 

 （提案理由） 

 東広島市東志和財産区管理委員の任期が令和４年４月１９日をもって満了するた

め、その後任の委員の選任について、議会の同意を求めるものである。 

 

 

 

 （根拠条例） 

 東広島市東志和財産区管理会条例 

第３条 委員は、財産区の区域内に３箇月以上住所を有する者で、東広島市の議会

の議員の被選挙権を有するもの（－略－）のうちから、市長が市議会の同意を得

て選任する。 



‐４１‐ 

同意案第２１号 

 

   東広島市東志和財産区管理委員の選任の同意について 

 

 東広島市東志和財産区管理委員に次の者を選任することについて、東広島市東志

和財産区管理会条例（昭和５６年東広島市条例第４号）第３条の規定により、議会

の同意を求める。 

 

  令和４年２月１４日提出 

 

東広島市長    垣    德    

 

 住 所  東広島市 

 氏 名  清 老 和 生 

  



‐４２‐ 

 （提案理由） 

 東広島市東志和財産区管理委員の任期が令和４年４月１９日をもって満了するた

め、その後任の委員の選任について、議会の同意を求めるものである。 

 

 

 

 （根拠条例） 

 東広島市東志和財産区管理会条例 

第３条 委員は、財産区の区域内に３箇月以上住所を有する者で、東広島市の議会

の議員の被選挙権を有するもの（－略－）のうちから、市長が市議会の同意を得

て選任する。 



‐４３‐ 

同意案第２２号 

 

   東広島市志和堀財産区管理委員の選任の同意について 

 

 東広島市志和堀財産区管理委員に次の者を選任することについて、東広島市志和

堀財産区管理会条例（昭和５６年東広島市条例第５号）第３条の規定により、議会

の同意を求める。 

 

  令和４年２月１４日提出 

 

東広島市長    垣    德    

 

 住 所  東広島市 

 氏 名  上 田 秋 人 

  



‐４４‐ 

 （提案理由） 

 東広島市志和堀財産区管理委員の任期が令和４年４月１９日をもって満了するた

め、その後任の委員の選任について、議会の同意を求めるものである。 

 

 

 

 （根拠条例） 

 東広島市志和堀財産区管理会条例 

第３条 委員は、財産区の区域内に３箇月以上住所を有する者で、東広島市の議会

の議員の被選挙権を有するもの（－略－）のうちから、市長が市議会の同意を得

て選任する。 

 



‐４５‐ 

同意案第２３号 

 

   東広島市志和堀財産区管理委員の選任の同意について 

 

 東広島市志和堀財産区管理委員に次の者を選任することについて、東広島市志和

堀財産区管理会条例（昭和５６年東広島市条例第５号）第３条の規定により、議会

の同意を求める。 

 

  令和４年２月１４日提出 

 

東広島市長    垣    德    

 

 住 所  東広島市 

 氏 名  桂   常 昭 

  



‐４６‐ 

 （提案理由） 

 東広島市志和堀財産区管理委員の任期が令和４年４月１９日をもって満了するた

め、その後任の委員の選任について、議会の同意を求めるものである。 

 

 

 

 （根拠条例） 

 東広島市志和堀財産区管理会条例 

第３条 委員は、財産区の区域内に３箇月以上住所を有する者で、東広島市の議会

の議員の被選挙権を有するもの（－略－）のうちから、市長が市議会の同意を得

て選任する。 

 



‐４７‐ 

同意案第２４号 

 

   東広島市志和堀財産区管理委員の選任の同意について 

 

 東広島市志和堀財産区管理委員に次の者を選任することについて、東広島市志和

堀財産区管理会条例（昭和５６年東広島市条例第５号）第３条の規定により、議会

の同意を求める。 

 

  令和４年２月１４日提出 

 

東広島市長    垣    德    

 

 住 所  東広島市 

 氏 名  伊 関 敏 雄 

  



‐４８‐ 

 （提案理由） 

 東広島市志和堀財産区管理委員の任期が令和４年４月１９日をもって満了するた

め、その後任の委員の選任について、議会の同意を求めるものである。 

 

 

 

 （根拠条例） 

 東広島市志和堀財産区管理会条例 

第３条 委員は、財産区の区域内に３箇月以上住所を有する者で、東広島市の議会

の議員の被選挙権を有するもの（－略－）のうちから、市長が市議会の同意を得

て選任する。 



‐４９‐ 

同意案第２５号 

 

   東広島市志和堀財産区管理委員の選任の同意について 

 

 東広島市志和堀財産区管理委員に次の者を選任することについて、東広島市志和

堀財産区管理会条例（昭和５６年東広島市条例第５号）第３条の規定により、議会

の同意を求める。 

 

  令和４年２月１４日提出 

 

東広島市長    垣    德    

 

 住 所  東広島市 

 氏 名  牧 尾 良 二 

  



‐５０‐ 

 （提案理由） 

 東広島市志和堀財産区管理委員の任期が令和４年４月１９日をもって満了するた

め、その後任の委員の選任について、議会の同意を求めるものである。 

 

 

 

 （根拠条例） 

 東広島市志和堀財産区管理会条例 

第３条 委員は、財産区の区域内に３箇月以上住所を有する者で、東広島市の議会

の議員の被選挙権を有するもの（－略－）のうちから、市長が市議会の同意を得

て選任する。 

 



‐５１‐ 

同意案第２６号 

 

   東広島市志和堀財産区管理委員の選任の同意について 

 

 東広島市志和堀財産区管理委員に次の者を選任することについて、東広島市志和

堀財産区管理会条例（昭和５６年東広島市条例第５号）第３条の規定により、議会

の同意を求める。 

 

  令和４年２月１４日提出 

 

東広島市長    垣    德    

 

 住 所  東広島市 

 氏 名  中 本   勝 

  



‐５２‐ 

 （提案理由） 

 東広島市志和堀財産区管理委員の任期が令和４年４月１９日をもって満了するた

め、その後任の委員の選任について、議会の同意を求めるものである。 

 

 

 

 （根拠条例） 

 東広島市志和堀財産区管理会条例 

第３条 委員は、財産区の区域内に３箇月以上住所を有する者で、東広島市の議会

の議員の被選挙権を有するもの（－略－）のうちから、市長が市議会の同意を得

て選任する。 

 



‐５３‐ 

同意案第２７号 

 

   東広島市西志和財産区管理委員の選任の同意について 

 

 東広島市西志和財産区管理委員に次の者を選任することについて、東広島市西志

和財産区管理会条例（昭和５６年東広島市条例第６号）第３条の規定により、議会

の同意を求める。 

 

  令和４年２月１４日提出 

 

東広島市長    垣    德    

 

 住 所  東広島市 

 氏 名  松 山 範 彦 

  



‐５４‐ 

 （提案理由） 

 東広島市西志和財産区管理委員の任期が令和４年４月１９日をもって満了するた

め、その後任の委員の選任について、議会の同意を求めるものである。 

 

 

 

 （根拠条例） 

 東広島市西志和財産区管理会条例 

第３条 委員は、財産区の区域内に３箇月以上住所を有する者で、東広島市の議会

の議員の被選挙権を有するもの（－略－）のうちから、市長が市議会の同意を得

て選任する。 

 



‐５５‐ 

同意案第２８号 

 

   東広島市西志和財産区管理委員の選任の同意について 

 

 東広島市西志和財産区管理委員に次の者を選任することについて、東広島市西志

和財産区管理会条例（昭和５６年東広島市条例第６号）第３条の規定により、議会

の同意を求める。 

 

  令和４年２月１４日提出 

 

東広島市長    垣    德    

 

 住 所  東広島市 

 氏 名  近 藤 敏 文 

  



‐５６‐ 

 （提案理由） 

 東広島市西志和財産区管理委員の任期が令和４年４月１９日をもって満了するた

め、その後任の委員の選任について、議会の同意を求めるものである。 

 

 

 

 （根拠条例） 

 東広島市西志和財産区管理会条例 

第３条 委員は、財産区の区域内に３箇月以上住所を有する者で、東広島市の議会

の議員の被選挙権を有するもの（－略－）のうちから、市長が市議会の同意を得

て選任する。 

 



‐５７‐ 

同意案第２９号 

 

   東広島市西志和財産区管理委員の選任の同意について 

 

 東広島市西志和財産区管理委員に次の者を選任することについて、東広島市西志

和財産区管理会条例（昭和５６年東広島市条例第６号）第３条の規定により、議会

の同意を求める。 

 

  令和４年２月１４日提出 

 

東広島市長    垣    德    

 

 住 所  東広島市 

 氏 名  下 村 昭 治 

  



‐５８‐ 

 （提案理由） 

 東広島市西志和財産区管理委員の任期が令和４年４月１９日をもって満了するた

め、その後任の委員の選任について、議会の同意を求めるものである。 

 

 

 

 （根拠条例） 

 東広島市西志和財産区管理会条例 

第３条 委員は、財産区の区域内に３箇月以上住所を有する者で、東広島市の議会

の議員の被選挙権を有するもの（－略－）のうちから、市長が市議会の同意を得

て選任する。 

 



‐５９‐ 

同意案第３０号 

 

   東広島市西志和財産区管理委員の選任の同意について 

 

 東広島市西志和財産区管理委員に次の者を選任することについて、東広島市西志

和財産区管理会条例（昭和５６年東広島市条例第６号）第３条の規定により、議会

の同意を求める。 

 

  令和４年２月１４日提出 

 

東広島市長    垣    德    

 

 住 所  東広島市 

 氏 名  三 宅 洋 文 

  



‐６０‐ 

 （提案理由） 

 東広島市西志和財産区管理委員の任期が令和４年４月１９日をもって満了するた

め、その後任の委員の選任について、議会の同意を求めるものである。 

 

 

 

 （根拠条例） 

 東広島市西志和財産区管理会条例 

第３条 委員は、財産区の区域内に３箇月以上住所を有する者で、東広島市の議会

の議員の被選挙権を有するもの（－略－）のうちから、市長が市議会の同意を得

て選任する。 

 



‐６１‐ 

同意案第３１号 

 

   東広島市白市財産区管理委員の選任の同意について 

 

 東広島市白市財産区管理委員に次の者を選任することについて、東広島市白市財

産区管理会条例（平成１４年東広島市条例第８号）第３条の規定により、議会の同

意を求める。 

 

  令和４年２月１４日提出 

 

東広島市長    垣    德    

 

 住 所  東広島市 

 氏 名  大多和   孝 

  



‐６２‐ 

 （提案理由） 

 東広島市白市財産区管理委員の任期が令和４年３月３１日をもって満了するた

め、その後任の委員の選任について、議会の同意を求めるものである。 

 

 

 

 （根拠条例） 

 東広島市白市財産区管理会条例 

第３条 委員は、財産区の区域内に引き続き３か月以上住所を有する者で、東広島

市の議会（以下「市議会」という。）の議員の被選挙権を有するもの（－略－）

のうちから、市長が市議会の同意を得て選任する。 



‐６３‐ 

同意案第３２号 

 

   東広島市白市財産区管理委員の選任の同意について 

 

 東広島市白市財産区管理委員に次の者を選任することについて、東広島市白市財

産区管理会条例（平成１４年東広島市条例第８号）第３条の規定により、議会の同

意を求める。 

 

  令和４年２月１４日提出 

 

東広島市長    垣    德    

 

 住 所  東広島市 

 氏 名  山 本 敏 正 

  



‐６４‐ 

 （提案理由） 

 東広島市白市財産区管理委員の任期が令和４年３月３１日をもって満了するた

め、その後任の委員の選任について、議会の同意を求めるものである。 

 

 

 

 （根拠条例） 

 東広島市白市財産区管理会条例 

第３条 委員は、財産区の区域内に引き続き３か月以上住所を有する者で、東広島

市の議会（以下「市議会」という。）の議員の被選挙権を有するもの（－略－）

のうちから、市長が市議会の同意を得て選任する。 



‐６５‐ 

同意案第３３号 

 

   東広島市白市財産区管理委員の選任の同意について 

 

 東広島市白市財産区管理委員に次の者を選任することについて、東広島市白市財

産区管理会条例（平成１４年東広島市条例第８号）第３条の規定により、議会の同

意を求める。 

 

  令和４年２月１４日提出 

 

東広島市長    垣    德    

 

 住 所  東広島市 

 氏 名  伊 原 靖 宣 
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 （提案理由） 

 東広島市白市財産区管理委員の任期が令和４年３月３１日をもって満了するた

め、その後任の委員の選任について、議会の同意を求めるものである。 

 

 

 

 （根拠条例） 

 東広島市白市財産区管理会条例 

第３条 委員は、財産区の区域内に引き続き３か月以上住所を有する者で、東広島

市の議会（以下「市議会」という。）の議員の被選挙権を有するもの（－略－）

のうちから、市長が市議会の同意を得て選任する。 
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同意案第３４号 

 

   東広島市白市財産区管理委員の選任の同意について 

 

 東広島市白市財産区管理委員に次の者を選任することについて、東広島市白市財

産区管理会条例（平成１４年東広島市条例第８号）第３条の規定により、議会の同

意を求める。 

 

  令和４年２月１４日提出 

 

東広島市長    垣    德    

 

 住 所  東広島市 

 氏 名   井 正 文 
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 （提案理由） 

 東広島市白市財産区管理委員の任期が令和４年３月３１日をもって満了するた

め、その後任の委員の選任について、議会の同意を求めるものである。 

 

 

 

 （根拠条例） 

 東広島市白市財産区管理会条例 

第３条 委員は、財産区の区域内に引き続き３か月以上住所を有する者で、東広島

市の議会（以下「市議会」という。）の議員の被選挙権を有するもの（－略－）

のうちから、市長が市議会の同意を得て選任する。 
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同意案第３５号 

 

   東広島市白市財産区管理委員の選任の同意について 

 

 東広島市白市財産区管理委員に次の者を選任することについて、東広島市白市財

産区管理会条例（平成１４年東広島市条例第８号）第３条の規定により、議会の同

意を求める。 

 

  令和４年２月１４日提出 

 

東広島市長    垣    德    

 

 住 所  東広島市 

 氏 名  福 村 基 樹 
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 （提案理由） 

 東広島市白市財産区管理委員の任期が令和４年３月３１日をもって満了するた

め、その後任の委員の選任について、議会の同意を求めるものである。 

 

 

 

 （根拠条例） 

 東広島市白市財産区管理会条例 

第３条 委員は、財産区の区域内に引き続き３か月以上住所を有する者で、東広島

市の議会（以下「市議会」という。）の議員の被選挙権を有するもの（－略－）

のうちから、市長が市議会の同意を得て選任する。 
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同意案第３６号 

 

   東広島市白市財産区管理委員の選任の同意について 

 

 東広島市白市財産区管理委員に次の者を選任することについて、東広島市白市財

産区管理会条例（平成１４年東広島市条例第８号）第３条の規定により、議会の同

意を求める。 

 

  令和４年２月１４日提出 

 

東広島市長    垣    德    

 

 住 所  東広島市 

 氏 名  國 安   正 
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 （提案理由） 

 東広島市白市財産区管理委員の任期が令和４年３月３１日をもって満了するた

め、その後任の委員の選任について、議会の同意を求めるものである。 

 

 

 

 （根拠条例） 

 東広島市白市財産区管理会条例 

第３条 委員は、財産区の区域内に引き続き３か月以上住所を有する者で、東広島

市の議会（以下「市議会」という。）の議員の被選挙権を有するもの（－略－）

のうちから、市長が市議会の同意を得て選任する。 
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議案第３７号 

 

   大芝辺地に係る公共的施設の総合的な整備に関する財政上の計画の策 

   定について 

 

 大芝辺地に係る公共的施設の総合的な整備に関する財政上の計画を別紙のとおり

策定することについて、辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措

置等に関する法律（昭和３７年法律第８８号）第３条第１項の規定により、議会の

議決を求める。 

 

  令和４年２月１４日提出 

 

                 東広島市長    垣    德    
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 （提案理由） 

 大芝辺地とその他の地域との間における住民の生活文化水準の著しい格差の是正

を図るため、当該辺地に係る公共的施設の総合的な整備に関する財政上の計画を策

定することについて、議会の議決を求めるものである。 

 

 

 

 （根拠法令） 

 辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律 

第３条 この法律によつて公共的施設の整備をしようとする市町村は、当該市町村

の議会の議決を経て当該辺地に係る公共的施設の総合的な整備に関する財政上の

計画（－略－）を定めることができる。 
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別紙 

総 合 整 備 計 画 書 

 

                  広島県東広島市安芸津町風早 大芝辺地  

                  （辺地の人口１２６人 面積１.７４㎢）  

 

１ 辺地の概況 

 (1) 辺地を構成する町又は字の名称 

   東広島市安芸津町風早 

 (2) 地域の中心の位置 

   東広島市安芸津町風早２２７４番地 

 (3) 辺地度点数 

   １２３点 

２ 公共的施設の整備を必要とする事情 

当該辺地は、本土から海峡約３００ｍを隔てて瀬戸内海に浮かぶ大芝島であ

り、大芝島と本土との間は、平成９年に完成した大芝大橋で結ばれている。 

この大芝大橋の開通により、島内の主要農産物である柑橘
かんきつ

類の出荷や、通院・

買い物など地域住民の本土への交通手段が車中心となり、また、当該辺地が瀬戸

内海に面した風光明媚
び

な土地であることに加え、テレビコマーシャルなどの撮影

場所となって以降、自家用車により観光目的で島内を訪れる者も増加している。 

  こうした中、当該辺地の市道は、狭小区間やガードレールなどの安全施設が設

置されていない危険な区間が点在しており、これらの区間は、車の離合や消防

車、救急車などの緊急車両のスムーズな通行の妨げとなっているほか、コミュニ

ティバスが必要な地域への運行ができない要因にもなっており、島内の市道の改

良は地域住民の生活水準の向上に緊要な課題である。 

また、大芝島から望む小芝島はハートの形状に見えることから、近年、若年世

代を中心に注目を集めつつあるが、駐車場及び景観を眺望することができる施設

が存在しないことも課題となっている。 

これらのことから、島内の生活利便性の向上を図るため、市道大芝海岸線を改

良するとともに、地域住民においても、大芝島の魅力を活かした観光振興に意欲
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的であることから、地域の魅力をさらに高め、交流人口の増加及び地域の活性化

を図るために、当該辺地の観光資源となる展望台を新たに整備しようとするもの

である。 

３ 公共的施設の整備計画 

令和４年度から令和８年度までの５年間 

                              （単位：千円） 

区      分 
事業費 

財 源 内 訳 一般財源のうち辺地 

対策事業債の予定額 施 設 名 事業主体名 特定財源 一般財源 
交通通信施設 
市町村道・橋
りょう（大芝
海岸線） 

東広島市 280,000 0 280,000 280,000 

産業振興施設 

観光、レクリ

エーションに

関する施設（

（仮称）大芝

島展望台） 

東広島市 121,700 0 121,700 121,700 

合      計 401,700 0 401,700 401,700 
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議案第３８号 

 

   第２次東広島市環境基本計画の策定について 

 

 第２次東広島市環境基本計画を別冊のとおり策定することについて、東広島市議

会基本条例（平成２５年東広島市条例第１２号）第１４条の規定により、議会の議

決を求める。 

 

  令和４年２月１４日提出 

 

                 東広島市長    垣    德    
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 （提案理由） 

 環境を守り、育み、後世に継承するとともに、現在の環境をめぐる社会情勢の課

題を踏まえながら、掲げる将来像を計画的に実現するため、本市における環境の総

合的な指針として、第２次東広島市環境基本計画を策定することについて、議会の

議決を求めるものである。 

 

 

 

 （根拠条例） 

 東広島市議会基本条例 

第１４条 地方自治法第９６条第２項の規定に基づく議会の議決事件は、議会と市

長等が共に市民に対する責任を担いながら、計画的かつ市民の視点に立った透明

性の高い市政の運営に資するため、次に掲げるものとする。 

(2) 市民生活に重大な影響を及ぼすことが予想される計画、施策事業等の策定お

よび変更に関わるもので別に定めるもの 
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議案第３９号 

 

   第３次東広島市都市計画マスタープランの策定について 

 

 第３次東広島市都市計画マスタープランを別冊のとおり策定することについて、

東広島市議会基本条例（平成２５年東広島市条例第１２号）第１４条の規定によ

り、議会の議決を求める。 

 

  令和４年２月１４日提出 

 

                 東広島市長    垣    德    
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 （提案理由） 

 豊かな自然環境との調和を図りつつ、これからの時代に対応した都市の健全な発

展と秩序ある都市の整備を図るために、本市の施策としてだけでなく、都市づくり

を支える多様な主体にとっての総合的な指針として、第３次東広島市都市計画マス

タープランを策定することについて、議会の議決を求めるものである。 

 

 

 

 （根拠条例） 

 東広島市議会基本条例 

第１４条 地方自治法第９６条第２項の規定に基づく議会の議決事件は、議会と市

長等が共に市民に対する責任を担いながら、計画的かつ市民の視点に立った透明

性の高い市政の運営に資するため、次に掲げるものとする。 

(2) 市民生活に重大な影響を及ぼすことが予想される計画、施策事業等の策定お

よび変更に関わるもので別に定めるもの 
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議案第４０号 

 

   過疎地域持続的発展計画の変更について 

 

 過疎地域持続的発展計画を別紙のとおり変更することについて、過疎地域の持続

的発展の支援に関する特別措置法（令和３年法律第１９号）第８条第１０項におい

て準用する同条第１項の規定により、議会の議決を求める。 

 

  令和４年２月１４日提出 

 

                 東広島市長    垣    德 
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 （提案理由） 

 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の規定が準用される特定市町村

の区域とみなされる区域として公示された旧福富町、旧豊栄町及び旧河内町の区域

において、総合的かつ計画的な対策を実施するため策定した過疎地域持続的発展計

画に、より地域の実情に即した事業を新たに追加することについて、議会の議決を

求めるものである。 

 

 

 

 （根拠法令） 

 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法 

第８条 過疎地域の市町村は、持続的発展方針に基づき、当該市町村の議会の議決

を経て過疎地域持続的発展市町村計画（以下単に「市町村計画」という。）を定

めることができる。 

１０ 第１項及び前３項の規定は、市町村計画の変更について準用する。 
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別紙 

   過疎地域持続的発展計画の変更について 

 

 新たに追加する事業 

 安宿農道 

 (1) 対象地域 

   豊栄地域 

 (2) 整備を必要とする事情 

   地域の生活道路としての利便性を向上させるほか、ほ場整備の効果を最大限

に発揮させるため、幅員が狭小な当該農道を整備し、分断されたほ場間の連絡

性を高めるとともに、農作業や農産物輸送の効率化を図る必要がある。 
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議案第４１号 

 

   財産の取得について 

 

 財産を次のとおり取得することについて、議会の議決に付すべき契約及び財産の

取得又は処分に関する条例（昭和４９年東広島市条例第１２５号）第３条の規定に

より、議会の議決を求める。 

 

  令和４年２月１４日提出 

 

                 東広島市長    垣    德    

 

１ 財産の表示 

 (1) 種別 動産 

 (2) 種類 道の駅用備品 

 (3) 品名及び数量 

  ア 直売所 

    青果用システム陳列 什
じゅう

器平台テーブルタイプ２４台、青果用システム陳列 

   什器平台エンドタイプ４台、青果用クレート陳列什器３台、切り花販売台３ 

   台、米販売ケース１台、壁面専用木製販売台２台、接客カウンター５台、コ 

   ーナーカウンター４台、相談カウンター１台、レジカウンター３台、サッカ 

   ー台６台 

  イ レストラン 

    椅子４６脚、ソファベンチ６台、机１１台、バックパネル４枚 

  ウ フードコート 

    椅子８０脚、ソファベンチ９台、ベンチ６台、机３０台、座卓５台、座布 

   団１６枚、プランターボックス２２台、人工観葉植物８１個 

エ 事務室等 

    椅子３２脚、応接用椅子２脚、応接用ソファ１脚、机１０台、応接用机１ 

   台、キャビネット８台、物品棚３台、金庫１台、ロッカー４台 
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２ 取得価格 

  ４,５０９万７,４０１円 

３ 相手方 

  東広島市西条大坪町８番３２号 

  株式会社きんし東広島本店 

  代表取締役 地 岡 三 利
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 （提案理由） 

 東広島市道の駅西条のん太の酒蔵に設置する椅子等を買い入れるに当たり、その

予定価格が２,０００万円以上であるため、議会の議決を求めるものである。 

 

 

 

 （根拠条例） 

 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例 

第３条 地方自治法第９６条第１項第８号の規定により議会の議決に付さなければ

ならない財産の取得又は処分は、予定価格２,０００万円以上の不動産若しくは

動産の買入れ若しくは売払い（－略－）又は不動産の信託の受益権の買入れ若し

くは売払いとする。 
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議案第４２号 

 

   請負契約の変更について 

 

 令和３年９月１６日議決第１２４号により議決を経た令和３年度八本松駅前土地

区画整理関連公共事業八本松地区調整池整備工事の請負契約を次のとおり変更する

ことについて、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（

昭和４９年東広島市条例第１２５号）第２条の規定により、議会の議決を求める。 

 

  令和４年２月１４日提出 

 

                 東広島市長    垣    德 

 

 「３ 契約金額 ７億３,４８０万円」を「３ 契約金額 ７億８,９０７万４,

０００円」に改める。 
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 （提案理由） 

 令和３年度八本松駅前土地区画整理関連公共事業八本松地区調整池整備工事の請

負契約について、工事の内容の一部を変更する必要が生じたため、請負契約金額を

変更することについて、議会の議決を求めるものである。 

 

 

 

 （根拠条例） 

 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例 

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第５号の規定によ

り議会の議決に付さなければならない契約は、予定価格１億５,０００万円以上

の工事又は製造の請負とする。 
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議案第４３号 

 

   請負契約の変更について 

 

 令和３年２月２６日議決第５３号により議決を経た令和２年度学校施設災害復旧

事業ほか豊栄地区災害復旧工事（２－７）の請負契約を次のとおり変更することに

ついて、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（昭和４

９年東広島市条例第１２５号）第２条の規定により、議会の議決を求める。 

 

  令和４年２月１４日提出 

 

                 東広島市長    垣    德 

 

「３ 契約金額 ２億２４１万５,４００円」を「３ 契約金額 ２億１,２１５

万９,２００円」に改める。 
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 （提案理由） 

 令和２年度学校施設災害復旧事業ほか豊栄地区災害復旧工事（２－７）の請負契

約について、工事の内容の一部を変更する必要が生じたため、請負契約金額を変更

することについて、議会の議決を求めるものである。 

 

 

 

 （根拠条例） 

 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例 

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第５号の規定によ

り議会の議決に付さなければならない契約は、予定価格１億５,０００万円以上

の工事又は製造の請負とする。 
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議案第４４号 

 

   東広島市個人情報保護条例の一部改正について 

 

 東広島市個人情報保護条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 

  令和４年２月１４日提出 

 

東広島市長    垣    德    

 

   東広島市個人情報保護条例の一部を改正する条例 

 

 東広島市個人情報保護条例（平成１３年東広島市条例第６号）の一部を次のよう

に改正する。 

 第２条第７号中「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律（平成

１５年法律第５９号）第２条第１項」を「個人情報の保護に関する法律（平成１５

年法律第５７号）第２条第９項」に改める。 

   附 則 

 この条例は、令和４年４月１日から施行する。 
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 （提案理由） 

 独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律の廃止に伴い、同法を引

用している規定について所要の規定の整備を行うため、この条例案を提出するもの

である。 

 

 

 

 （根拠法令） 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号） 

第１４条 普通地方公共団体は、法令に違反しない限りにおいて第２条第２項の事

務に関し、条例を制定することができる。 
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議案第４５号 

 

   職員の給与に関する条例の一部改正について 

 

 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 

  令和４年２月１４日提出 

 

                 東広島市長    垣    德    

 

   職員の給与に関する条例の一部を改正する条例  

 

 職員の給与に関する条例（昭和４９年東広島市条例第１１号）の一部を次のよう

に改正する。 

 第２３条第２項中「１００分の１２７.５」を「１００分の１２０」に改め、同

条第３項中「１００分の１２７.５」を「１００分の１２０」に、「１００分の７

２.５」を「１００分の６７.５」に改める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

 （令和４年６月に支給する期末手当に関する特例措置） 

２ 令和４年６月に支給する期末手当の額は、改正後の第２３条第２項（同条第３

項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）、第４項及び第５項若しくは

第２８条第１項から第３項まで若しくは第６項、外国の地方公共団体の機関等に

派遣される職員の処遇等に関する条例（昭和６３年東広島市条例第５号）第４条

第１項又は公益的法人等への職員の派遣等に関する条例（平成１４年東広島市条

例第７号）第４条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当

の額（以下「基準額」という。）から、令和３年１２月に支給された期末手当の

額に、同月１日（同日前１か月以内に退職をした者にあっては、当該退職をした

日）における次の各号に掲げる職員等（職員並びに市議会議員及び市長等（特別
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職の職員等の給与、旅費等に関する条例（平成元年東広島市条例第５号）第２条

第３項に規定する市長等をいう。以下同じ。）をいう。以下同じ。）の区分ごと

に、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額（以下「調整額」という。）

に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となる

ときは、期末手当は、支給しない。 

 (1) 職員等（次号から第４号までに掲げる者を除く。） １２７.５分の１５ 

 (2) 第５条第９項に規定する再任用職員 ７２.５分の１０ 

 (3) 市議会議員又は市長等 ２２２.５分の１５ 

 (4) 東広島市一般職の任期付職員の採用等に関する条例（平成２６年東広島市条

例第４号）第７条第１項に規定する特定任期付職員 １６７.５分の１０ 

 （規則への委任） 

３ 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定め

る。 
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 （提案理由） 

 国家公務員の一般職の職員の給与の改定に合わせて、本市職員の期末手当の支給

率を改定するとともに、令和４年６月に支給する期末手当に関する特例措置を講ず

るため、この条例案を提出するものである。 

 

 

 

 （根拠法令） 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号） 

第２０４条  

② 普通地方公共団体は、条例で、前項の者に対し、扶養手当、地域手当、住居手

当、初任給調整手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、特地勤務手当（ 

－略－）、へき地手当（－略－）、時間外勤務手当、宿日直手当、管理職員特別

勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、管理職手当、期末手当、勤勉手当、寒

冷地手当、特定任期付職員業績手当、任期付研究員業績手当、義務教育等教員特

別手当、定時制通信教育手当、産業教育手当、農林漁業普及指導手当、災害派遣

手当（－略－）又は退職手当を支給することができる。 

③ 給料、手当及び旅費の額並びにその支給方法は、条例でこれを定めなければな

らない。 

 

地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号） 

第２４条 

５ 職員の給与、勤務時間その他の勤務条件は、条例で定める。
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議案第４６号 

 

   附属機関の設置に関する条例の一部改正について 

 

 附属機関の設置に関する条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 

  令和４年２月１４日提出 

 

東広島市長    垣    德    

 

   附属機関の設置に関する条例の一部を改正する条例 

 

 附属機関の設置に関する条例（昭和５０年東広島市条例第３４号）の一部を次の

ように改正する。 

 別表東広島市環境先進都市ビジョン推進会議の項を次のように改める。 

東広島市環境先進都市推

進会議 

環境先進都市の形成の推進に関する事項を審議する

こと。 

 別表に次のように加える。 

東広島市救急業務総合支

援システム整備事業者選

定委員会 

東広島市救急業務総合支援システムの整備を行う民

間事業者の選定に関する事項を審議すること。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和４年４月１日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の

日から施行する。 

 （準備行為） 

２ 改正後の別表に掲げる東広島市救急業務総合支援システム整備事業者選定委員

会の委員の委嘱又は任命のための手続その他当該委員会の設置のために必要な準

備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。 

 （経過措置） 

３ この条例の施行の際現に東広島市環境先進都市ビジョン推進会議の委員である
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者は、この条例の施行の日に改正後の別表に掲げる東広島市環境先進都市推進会

議の委員として委嘱され、又は任命されたものとみなす。この場合において、そ

の委嘱され、又は任命されたものとみなされる者の任期は、同日における東広島

市環境先進都市ビジョン推進会議の委員としての任期の残任期間とする。 
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 （提案理由） 

 新たに附属機関を設置し、及び一部の附属機関の名称等を変更するため、この条

例案を提出するものである。 

 

 

 

 （根拠法令） 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号） 

第１３８条の４ 

③ 普通地方公共団体は、法律又は条例の定めるところにより、執行機関の附属機

関として自治紛争処理委員、審査会、審議会、調査会その他の調停、審査、諮問

又は調査のための機関を置くことができる。－略－ 
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議案第４７号 

 

   特別職の職員等の給与、旅費等に関する条例の一部改正について 

 

 特別職の職員等の給与、旅費等に関する条例の一部を改正する条例を次のように

定める。 

 

  令和４年２月１４日提出 

 

                 東広島市長    垣    德    

 

   特別職の職員等の給与、旅費等に関する条例の一部を改正する条例 

 

 特別職の職員等の給与、旅費等に関する条例（平成元年東広島市条例第５号）の

一部を次のように改正する。 

 第４条第２項中「１００分の２２２.５」を「１００分の２１５」に改める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

 （令和４年６月に支給する期末手当に関する特例措置） 

２ 令和４年６月に支給する期末手当の額は、改正後の第４条第２項及び第３項又

は市議会議員の議員報酬及び期末手当の特例に関する条例（令和２年東広島市条

例第４７号）第５条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手

当の額（以下「基準額」という。）から、令和３年１２月に支給された期末手当

の額に、同月１日（同日前１か月以内に退職をした者にあっては、当該退職をし

た日）における次の各号に掲げる職員等（一般職の職員並びに市議会議員及び市

長等（第２条第３項に規定する市長等をいう。以下同じ。）をいう。以下同

じ。）の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額（以下「調

整額」という。）に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が

基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。 
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 (1) 職員等（次号から第４号までに掲げる者を除く。） １２７.５分の１５ 

 (2) 職員の給与に関する条例（昭和４９年東広島市条例第１１号）第５条第９項

に規定する再任用職員 ７２.５分の１０ 

 (3) 市議会議員又は市長等 ２２２.５分の１５ 

 (4) 東広島市一般職の任期付職員の採用等に関する条例（平成２６年東広島市条

例第４号）第７条第１項に規定する特定任期付職員 １６７.５分の１０ 

 （規則への委任） 

３ 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定め

る。 
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 （提案理由） 

 一般職の職員の給与の改定に合わせて、市議会議員並びに市長、副市長及び教育

長の期末手当の支給率を改定するとともに、令和４年６月に支給する期末手当に関

する特例措置を講ずるため、この条例案を提出するものである。 

 

 

 

 （根拠法令） 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号） 

第２０３条 

③ 普通地方公共団体は、条例で、その議会の議員に対し、期末手当を支給するこ

とができる。 

④ 議員報酬、費用弁償及び期末手当の額並びにその支給方法は、条例でこれを定

めなければならない。 

第２０４条 

② 普通地方公共団体は、条例で、前項の者に対し、扶養手当、地域手当、住居手

当、初任給調整手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、特地勤務手当（

－略－）、へき地手当（－略－）、時間外勤務手当、宿日直手当、管理職員特別

勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、管理職手当、期末手当、勤勉手当、寒

冷地手当、特定任期付職員業績手当、任期付研究員業績手当、義務教育等教員特

別手当、定時制通信教育手当、産業教育手当、農林漁業普及指導手当、災害派遣

手当（－略－）又は退職手当を支給することができる。 

③ 給料、手当及び旅費の額並びにその支給方法は、条例でこれを定めなければな

らない。 
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議案第４８号 

 

   職員の育児休業等に関する条例の一部改正について 

 

 職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 

  令和４年２月１４日提出 

 

                 東広島市長    垣    德    

 

   職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例  

 

 職員の育児休業等に関する条例（平成４年東広島市条例第１号）の一部を次のよ

うに改正する。 

 第２条第３号ア(ｱ)を削り、同号ア(ｲ)中「特定職に引き続き」を「引き続いて任

命権者を同じくする職（以下「特定職」という。）に」に改め、同号ア(ｲ)を同号

ア(ｱ)とし、同号ア(ｳ)を同号ア(ｲ)とする。 

 第２０条を第２２条とし、第１９条の次に次の２条を加える。 

 （妊娠又は出産等についての申出があった場合における措置等） 

第２０条 任命権者は、職員が当該任命権者に対し、当該職員又はその配偶者が妊

娠し、又は出産したことその他これに準ずる事実を申し出たときは、当該職員に

対し、育児休業に関する制度その他の事項を知らせるとともに、育児休業の承認

の請求に係る当該職員の意向を確認するための面談その他の措置を講じなければ

ならない。 

２ 任命権者は、職員が前項の規定による申出をしたことを理由として、当該職員

が不利益な取扱いを受けることがないようにしなければならない。 

 （勤務環境の整備に関する措置） 

第２１条 任命権者は、育児休業の承認の請求が円滑に行われるようにするため、

次に掲げる措置を講じなければならない。 

 (1) 職員に対する育児休業に関する研修の実施 
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 (2) 育児休業に関する相談体制の整備 

 (3) 前２号に掲げるもののほか、育児休業に係る勤務環境の整備に関する措置 

   附 則 

１ この条例は、令和４年４月１日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の

日から施行する。 

２ この条例の施行の日（以下「施行日」という。）以後において地方公務員の育

児休業等に関する法律（平成３年法律第１１０号）第２条第１項に規定する育児

休業（以下「育児休業」という。）をするため、同条第３項の規定による承認を

受けようとする改正後の第２条第３号ア(ｱ)及び(ｲ)のいずれにも該当する非常勤

職員は、施行日前においても、当該承認を請求することができる。 

３ この条例の施行の際現に育児休業をしている改正前の第２条第３号ア(ｱ)から

(ｳ)までのいずれにも該当する非常勤職員に係る当該育児休業の承認は、施行日

の前日を限り、その効力を失うものとし、施行日に、施行日から当該育児休業の

期間の末日までの間において改正後の第２条第３号ア(ｱ)及び(ｲ)のいずれにも該

当する非常勤職員に係る育児休業をすることの承認があったものとみなす。 
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 （提案理由） 

 国家公務員の一般職の職員の取扱いに合わせて、非常勤職員の育児休業の取得要

件を緩和するとともに、職員が育児休業を取得しやすい勤務環境の整備に関する措

置その他所要の規定の整備を行うため、この条例案を提出するものである。 

 

 

 

 （根拠法令） 

地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号） 

第２４条 

５ 職員の給与、勤務時間その他の勤務条件は、条例で定める。 

 

 地方公務員の育児休業等に関する法律 

第２条 職員（第１８条第１項の規定により採用された同項に規定する短時間勤務

職員、臨時的に任用される職員その他その任用の状況がこれらに類する職員とし

て条例で定める職員を除く。）は、任命権者（－略－）の承認を受けて、当該職

員の子（－略－）を養育するため、当該子が３歳に達する日（－略－）まで、育

児休業をすることができる。－略－ 
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議案第４９号 

 

   公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正について 

 

 公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の一部を改正する条例を次のように

定める。 

 

  令和４年２月１４日提出 

 

東広島市長    垣    德    

 

   公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の一部を改正する条例 

 

 公益的法人等への職員の派遣等に関する条例（平成１４年東広島市条例第７号）

の一部を次のように改正する。 

 第１条中「、第９条、第１０条第１項及び第２項並びに第１２条第１項」を「並

びに第９条」に改める。 

 第２条第１項中第１１号を第１２号とし、第１０号を第１１号とし、第９号を第

１０号とし、第８号の次に次の１号を加える。 

 (9) 東広島商工会議所 

 第１０条から第１７条までを削る。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

 （職員の懲戒に関する条例の一部改正） 

２ 職員の懲戒に関する条例（昭和４９年東広島市条例第２１号）の一部を次のよ

うに改正する。 

  第２条を削り、第３条を第２条とし、第４条から第６条までを１条ずつ繰り上

げる。 
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 （提案理由） 

 職員を派遣してその業務に従事させることができる団体に、東広島商工会議所を

追加するとともに、その業務に従事させることを要しなくなった特定法人に係る規

定の整備を行うため、この条例案を提出するものである。 

 

 

 

 （根拠法令） 

 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律（平成１２年法律第

５０号） 

第２条 任命権者（－略－）は、次に掲げる団体のうち、その業務の全部又は一部

が当該地方公共団体の事務又は事業と密接な関連を有するものであり、かつ、当

該地方公共団体がその施策の推進を図るため人的援助を行うことが必要であるも

のとして条例で定めるもの（以下この項及び第３項において「公益的法人等」と

いう。）との間の取決めに基づき、当該公益的法人等の業務にその役職員として

専ら従事させるため、条例で定めるところにより、職員（－略－）を派遣するこ

とができる。 

 (3) 特別の法律により設立された法人（－略－）で政令で定めるもの 

第１０条 任命権者と特定法人（当該地方公共団体が出資している株式会社のう

ち、その業務の全部又は一部が地域の振興、住民の生活の向上その他公益の増進

に寄与するとともに当該地方公共団体の事務又は事業と密接な関連を有するもの

であり、かつ、当該地方公共団体がその施策の推進を図るため人的援助を行うこ

とが必要であるものとして条例で定めるものをいう。以下同じ。）との間で締結

された取決めに定められた内容に従って当該特定法人の業務に従事するよう求め

る任命権者の要請に応じて職員（条例で定める職員を除く。）が退職し、引き続

き当該特定法人の役職員として在職した後、当該取決めで定める当該特定法人に

おいて業務に従事すべき期間が満了した場合又はその者が当該特定法人の役職員

の地位を失った場合その他の条例で定める場合には、地方公務員法第１６条各号

（第２号を除く。）のいずれかに該当する場合（同条の条例で定める場合を除

く。）その他条例で定める場合を除き、その者が退職した時就いていた職又はこ
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れに相当する職に係る任命権者は、当該特定法人の役職員としての在職に引き続

き、その者を職員として採用するものとする。 

２ 前項の取決めにおいては、同項の要請に応じて退職し引き続き当該特定法人に

在職する者（以下「退職派遣者」という。）の当該特定法人における報酬その他

の勤務条件並びに当該特定法人において従事すべき業務及び業務に従事すべき期

間、同項の規定による当該退職派遣者の採用に関する事項その他当該退職派遣者

が当該特定法人の業務に従事するに当たって合意しておくべきものとして条例で

定める事項を定めるものとする。 

 

 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律第２条第１項第３号

の法人を定める政令（平成１２年政令第５２３号） 

 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律第２条第１項第３号

の政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。 

３６ 商工会議所 
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議案第５０号 

 

   東広島市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部改正につい 

   て 

 

 東広島市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例を次の

ように定める。 

 

  令和４年２月１４日提出 

 

                 東広島市長    垣    德    

 

   東広島市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する 

   条例 

 

 東広島市一般職の任期付職員の採用等に関する条例（平成２６年東広島市条例第

４号）の一部を次のように改正する。 

 第８条第２項中「１００分の１２７.５」を「１００分の１２０」に、「１００

分の１６７.５」を「１００分の１６２.５」に改める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

 （令和４年６月に支給する期末手当に関する特例措置） 

２ 令和４年６月に支給する期末手当の額は、改正後の第８条第２項の規定により

読み替えて適用する職員の給与に関する条例の一部を改正する条例（令和４年東

広島市条例第   号）による改正後の職員の給与に関する条例（昭和４９年東

広島市条例第１１号）第２３条第２項及び第４項又は同条例第２８条第１項から

第３項まで若しくは第６項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される

期末手当の額（以下「基準額」という。）から、令和３年１２月に支給された期

末手当の額に、同月１日（同日前１か月以内に退職をした者にあっては、当該退
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職をした日）における次の各号に掲げる職員等（職員並びに市議会議員及び市長

等（特別職の職員等の給与、旅費等に関する条例（平成元年東広島市条例第５

号）第２条第３項に規定する市長等をいう。以下同じ。）をいう。以下同じ。）

の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額（以下「調整額」

という。）に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額

以上となるときは、期末手当は、支給しない。 

 (1) 職員等（次号から第４号までに掲げる者を除く。） １２７.５分の１５ 

(2) 職員の給与に関する条例第５条第９項に規定する再任用職員 ７２.５分の

１０ 

 (3) 市議会議員又は市長等 ２２２.５分の１５ 

 (4) 第７条第１項に規定する特定任期付職員 １６７.５分の１０ 

 （規則への委任） 

３ 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定め

る。 
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 （提案理由） 

 国家公務員の一般職の職員の給与の改定に合わせて、一般職の任期付職員の期末

手当の支給率を改定するとともに、令和４年６月に支給する期末手当に関する特例

措置を講ずるため、この条例案を提出するものである。 

 

 

 

 （根拠法令） 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号） 

第２０４条 

② 普通地方公共団体は、条例で、前項の者に対し、扶養手当、地域手当、住居手

当、初任給調整手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、特地勤務手当（

－略－）、へき地手当（－略－）、時間外勤務手当、宿日直手当、管理職員特別

勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、管理職手当、期末手当、勤勉手当、寒

冷地手当、特定任期付職員業績手当、任期付研究員業績手当、義務教育等教員特

別手当、定時制通信教育手当、産業教育手当、農林漁業普及指導手当、災害派遣

手当（－略－）又は退職手当を支給することができる。 

③ 給料、手当及び旅費の額並びにその支給方法は、条例でこれを定めなければな

らない。 

 

 地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号） 

第２４条 

５ 職員の給与、勤務時間その他の勤務条件は、条例で定める。 
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議案第５１号 

 

   東広島市専用水道等の設置及び給水に関する条例の一部改正について 

 

 東広島市専用水道等の設置及び給水に関する条例の一部を改正する条例を次のよ

うに定める。 

 

  令和４年２月１４日提出 

 

                 東広島市長    垣    德 

 

   東広島市専用水道等の設置及び給水に関する条例の一部を改正する条 

   例 

 

 東広島市専用水道等の設置及び給水に関する条例（平成１６年東広島市条例第５

１号）の一部を次のように改正する。 

 別表第２家事用の項及び業務用の項中「１,７３９円」を「１,５８０円」に改め

る。 

   附 則 

１ この条例は、令和４年４月１日から施行する。 

２ 改正後の別表第２の規定は、この条例の施行の日以後の専用水道及び飲料水供

給施設（以下「専用水道等」という。）の使用に係る料金について適用し、同日

前の専用水道等の使用に係る料金については、なお従前の例による。 
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 （提案理由） 

 水道料金の基本料金の額の改定に合わせて、専用水道及び飲料水供給施設に係る

水道料金の基本料金の額を改定するため、この条例案を提出するものである。 

 

 

 

 （根拠法令） 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号） 

第２２８条 分担金、使用料、加入金及び手数料に関する事項については、条例で

これを定めなければならない。－略－ 
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議案第５２号 

 

   東広島市国民健康保険税条例の一部改正について 

 

 東広島市国民健康保険税条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 

  令和４年２月１４日提出 

 

                 東広島市長    垣    德    

 

   東広島市国民健康保険税条例の一部を改正する条例 

 

 東広島市国民健康保険税条例（昭和４９年東広島市条例第３４号）の一部を次の

ように改正する。 

 第３条の見出し中「係る」の右に「基礎課税額の」を加え、同条第１項中「１０

０分の６.７９」を「１００分の６.６２」に改める。 

 第４条の見出し中「係る」の右に「基礎課税額の」を加える。 

 第５条の見出し中「係る」の右に「基礎課税額の」を加え、同条第１号中「第２

５条」を「第２５条第１項」に、「１万８,９５９円」を「１万８,２９４円」に改

め、同条第２号中「９,４７９円」を「９,１４７円」に改め、同条第３号中「１万

４,２１９円」を「１万３,７２０円」に改める。 

 第６条中「賦課期日の属する年の前年の所得に係る」を削り、「１００分の２.

５１」を「１００分の２.４４」に改める。 

 第７条中「１万１２４円」を「１万２８８円」に改める。 

 第８条第１号中「６,８６８円」を「６,５６３円」に改め、同条第２号中「３,

４３４円」を「３,２８１円」に改め、同条第３号中「５,１５１円」を「４,９２

２円」に改める。 

 第９条中「１００分の１.８６」を「１００分の２.０７」に改める。 

 第１０条中「９,５２２円」を「１万６０５円」に改める。 

 第１１条中「４,６８０円」を「５,１８２円」に改める。 
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 第１５条第１項中「第２５条」を「第２５条第１項」に、「同条」を「その減額

後」に改める。 

 第２５条第１号中「第７０３条の５」を「第７０３条の５第１項」に、「同条

に」を「同項に」に改め、同号ア中「係る」の右に「基礎課税額の」を加え、同号

イ中「係る」の右に「基礎課税額の」を加え、同号イ(ｱ)中「１万３,２７２円」を

「１万２,８０６円」に改め、同号イ(ｲ)中「６,６３６円」を「６,４０３円」に改

め、同号イ(ｳ)中「９,９５４円」を「９,６０４円」に改め、同号ウ中「７,０８７

円」を「７,２０２円」に改め、同号エ(ｱ)中「４,８０８円」を「４,５９５円」に

改め、同号エ(ｲ)中「２,４０４円」を「２,２９７円」に改め、同号エ(ｳ)中「３,

６０６円」を「３,４４６円」に改め、同号オ中「６,６６６円」を「７,４２４

円」に改め、同号カ中「３,２７６円」を「３,６２８円」に改め、同条第２号中「

第７０３条の５」を「第７０３条の５第１項」に改め、同号ア中「係る」の右に「

基礎課税額の」を加え、同号イ中「係る」の右に「基礎課税額の」を加え、同号イ

(ｱ)中「９,４８０円」を「９,１４７円」に改め、同号イ(ｲ)中「４,７４０円」を

「４,５７４円」に改め、同号イ(ｳ)中「７,１１０円」を「６,８６０円」に改め、

同号ウ中「５,０６２円」を「５,１４４円」に改め、同号エ(ｱ)中「３,４３４円」

を「３,２８２円」に改め、同号エ(ｲ)中「１,７１７円」を「１,６４１円」に改

め、同号エ(ｳ)中「２,５７６円」を「２,４６１円」に改め、同号オ中「４,７６１

円」を「５,３０３円」に改め、同号カ中「２,３４０円」を「２,５９１円」に改

め、同条第３号中「第７０３条の５」を「第７０３条の５第１項」に改め、同号ア

中「係る」の右に「基礎課税額の」を加え、同号イ中「係る」の右に「基礎課税額

の」を加え、同号イ(ｱ)中「３,７９２円」を「３,６５９円」に改め、同号イ(ｲ)中

「１,８９６円」を「１,８３０円」に改め、同号イ(ｳ)中「２,８４４円」を「２,

７４４円」に改め、同号ウ中「２,０２５円」を「２,０５８円」に改め、同号エ

(ｱ)中「１,３７４円」を「１,３１３円」に改め、同号エ(ｲ)中「６８７円」を「６

５７円」に改め、同号エ(ｳ)中「１,０３１円」を「９８５円」に改め、同号オ中「

１,９０５円」を「２,１２１円」に改め、同号カ中「９３６円」を「１,０３７

円」に改め、同条に次の１項を加える。 

２ 国民健康保険税の納税義務者の属する世帯内に６歳に達する日以後の最初の３

月３１日以前である被保険者（以下「未就学児」という。）がある場合における
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当該納税義務者に対して課する被保険者均等割額（当該納税義務者の世帯に属す

る未就学児につき算定した被保険者均等割額（前項に規定する金額を減額するも

のとした場合にあつては、その減額後の被保険者均等割額）に限る。）は、当該

被保険者均等割額から、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定め

る額を減額して得た額とする。 

 (1) 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額 次に掲げる

世帯の区分に応じ、それぞれ未就学児１人について次に定める額 

  ア 前項第１号アに規定する金額を減額した世帯 ４,１９３円 

  イ 前項第２号アに規定する金額を減額した世帯 ６,９８８円 

  ウ 前項第３号アに規定する金額を減額した世帯 １万１,１８０円 

  エ アからウまでに掲げる世帯以外の世帯 １万３,９７５円 

 (2) 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険者均等割 

額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ未就学児１人について次に定める 

  額 

  ア 前項第１号ウに規定する金額を減額した世帯 １,５４３円 

  イ 前項第２号ウに規定する金額を減額した世帯 ２,５７２円 

  ウ 前項第３号ウに規定する金額を減額した世帯 ４,１１５円 

  エ アからウまでに掲げる世帯以外の世帯 ５,１４４円 

 第２５条の２中「前条の」を「前条第１項の」に、「前条第１号」を「前条第１

項第１号」に、「「総所得金額」」を「「総所得金額及び」」に改め、「第３号に

おいて同じ。）」の右に「及び」を加える。 

 附則第２項中「第２５条」を「第２５条第１項」に、「同条中」を「同項中」

に、「第７０３条の５」を「第７０３条の５第１項」に改める。 

 附則第３項、第４項及び第６項から第９項までの規定中「第２５条」を「第２５

条第１項」に改める。 

 附則第１０項中「第２５条の」を「第２５条第１項の」に、「第２５条におい

て」を「第２５条第１項において」に、「第２５条各号」を「第２５条第１項各

号」に改める。 

 附則第１１項中「第２５条の」を「第２５条第１項の」に、「第２５条におい

て」を「第２５条第１項において」に、「第２５条各号」を「第２５条第１項各
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号」に改める。 

 附則第１２項及び第１３項中「第２５条」を「第２５条第１項」に改める。 

   附 則 

１ この条例は、令和４年４月１日から施行する。 

２ 改正後の東広島市国民健康保険税条例の規定は、令和４年度以後の年度分の国

民健康保険税について適用し、令和３年度分までの国民健康保険税については、

なお従前の例による。 
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 （提案理由） 

 国民健康保険税の基礎課税額、後期高齢者支援金等課税額及び介護納付金課税額

に係る税率等の改定を行うとともに、地方税法施行令（昭和２５年政令第２４５

号）の一部改正に伴い、新たに未就学児につき算定する被保険者均等割額の減額措

置を講ずるため、この条例案を提出するものである。 

 

 

 

 （根拠法令） 

 地方税法（昭和２５年法律第２２６号） 

第３条 地方団体は、その地方税の税目、課税客体、課税標準、税率その他賦課徴

収について定をするには、当該地方団体の条例によらなければならない。 
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議案第５３号 

 

   東広島市消防団員の定員、任免、服務等に関する条例の一部改正につ 

いて 

 

 東広島市消防団員の定員、任免、服務等に関する条例の一部を改正する条例を次

のように定める。 

 

  令和４年２月１４日提出 

 

                 東広島市長    垣    德    

 

   東広島市消防団員の定員、任免、服務等に関する条例の一部を改正す 

   る条例 

 

 東広島市消防団員の定員、任免、服務等に関する条例（昭和４９年東広島市条例

第４５号）の一部を次のように改正する。 

 第８条中「水火災その他の災害」の右に「（第１２条第３項第１号において「災

害」という。）」を加える。 

 第１２条第１項中「別表第１に定める報酬」を「年額報酬及び出動報酬」に改

め、同条中第２項を第４項とし、第１項の次に次の２項を加える。 

２ 年額報酬の額は、次の各号に掲げる階級の区分に応じ、当該各号に定める額と

する。 

 (1) 団長 ８２,５００円 

 (2) 副団長 ６９,０００円 

 (3) 分団長 ５０,５００円 

 (4) 副分団長 ４５,５００円 

 (5) 部長 ３９,０００円 

 (6) 班長 ３７,０００円 

 (7) 団員 ３６,５００円 
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３ 出動報酬の額は、次の各号に掲げる出動の区分に応じ、当該各号に定める額と

する。 

 (1) 災害による出動、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合における警

戒のための出動、行方不明者の捜索のための出動その他これらに準ずるものと

して団長が定める出動 １日につき８,０００円（活動時間が４時間未満の場

合にあっては、４,０００円） 

 (2) 前号に掲げる出動以外の出動 １日につき３,０００円 

 第１３条第１項中「水火災、警戒、訓練等」を「機関要員又は指導員」に、「別

表第２に定める費用弁償」を「費用弁償として次の各号に掲げる手当の区分に応

じ、当該各号に定める額」に改め、同項に次の各号を加える。 

 (1) 機関要員手当 年額５,２００円 

 (2) 指導員手当 年額１２,５００円 

 第１３条第３項中「別表第３」を「別表」に改める。 

 第１５条第１項中「死亡しし」を「死亡し」に改める。 

 別表第１及び別表第２を削る。 

 別表第３中「消防団長」を「団長」に改め、同表備考２中「一に」を「いずれか

に」に改め、同表備考５中「消防団員」を「団員」に改め、同表を別表とする。 

   附 則 

 この条例は、令和４年４月１日から施行する。 
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 （提案理由） 

 消防団員の処遇の改善を図ることを目的として、報酬及び費用弁償の見直しを行

うとともに、所要の規定の整理を行うため、この条例案を提出するものである。 

 

 

 

 （根拠法令） 

 消防組織法（昭和２２年法律第２２６号） 

第２３条 消防団員に関する任用、給与、分限及び懲戒、服務その他身分取扱いに

関しては、この法律に定めるものを除くほか、常勤の消防団員については地方公

務員法の定めるところにより、非常勤の消防団員については条例で定める。 
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議案第５４号 

 

   東広島市水道事業の設置等に関する条例の一部改正について 

 

 東広島市水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例を次のように定め

る。 

 

  令和４年２月１４日提出 

 

東広島市長    垣    德    

 

   東広島市水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例 

 

 東広島市水道事業の設置等に関する条例（昭和４９年東広島市条例第５２号）の

一部を次のように改正する。 

 第３条第２項第１号中「１６５,０００人」を「１７６,０００人」に改め、同項

第２号中「６１,０００立方メートル」を「６９,０００立方メートル」に改める。 

   附 則 

 この条例は、令和４年４月１日から施行する。 
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 （提案理由） 

 本市の水道事業の給水人口の増加に伴い、経営の基本に関する事項に係る給水人

口及び１日最大給水量を変更するため、この条例案を提出するものである。 

 

 

 

 （根拠法令） 

 地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号） 

第４条 地方公共団体は、地方公営企業の設置及びその経営の基本に関する事項

は、条例で定めなければならない。 
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議案第５５号 

 

   東広島市水道給水条例の一部改正について 

 

 東広島市水道給水条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 

  令和４年２月１４日提出 

 

                 東広島市長    垣    德    

 

   東広島市水道給水条例の一部を改正する条例 

 

 東広島市水道給水条例（昭和４９年東広島市条例第５３号）の一部を次のように

改正する。 

 第２４条第１項の表家事用の項及び業務用の項中「１,７３９円」を「１,５８０

円」に改め、同表工場用の項中「１３,１７９円」を「１１,９７３円」に改め、同

表臨時用の項中「７,７２０円」を「７,０１３円」に改める。 

   附 則 

１ この条例は、令和４年４月１日から施行する。 

２ 改正後の第２４条第１項の規定は、この条例の施行の日以後の水道の使用に係

る料金について適用し、同日前の水道の使用に係る料金については、なお従前の

例による。 
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 （提案理由） 

 水道事業の経営状況を踏まえ、適正な水道料金を設定するため、この条例案を提

出するものである。 

 

 

 

 （根拠法令） 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号） 

第２２８条 分担金、使用料、加入金及び手数料に関する事項については、条例で

これを定めなければならない。－略－


